
社会保障審議会介護給付糞分科会（第66回）議事次第  

日時：平成22年7月29日（木）  

午前10時から12時まで   

於：全社協・灘尾ホール  

議 題  

1． ユニット型施設の居室面積基準の引下げに係る   

諮問について  

2．認知症高齢者クー○ルーフ0ホーム等における非常災害対   

策に係る基準の見直しに係る諮問について  

3． 一部ユニット型施設について  

4．その他   
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ユニット型施設の  

居室面積基準引下げについて   
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ユニット型施設の居室面積基準引下げについて  

9経鎧   
平成26年蜃に特別養護老人ホ⊥ムのユニット型施設割合を70％以上（介護保険施設全体  

で50％以上）とすることを目指し、ユニット型施設の整備を推進する中で、用地確保の問題や   

居住費負担の高さの問題が指摘されていることから、居室面積をある程度引き下げても、個   
室ユニット型施設の整備促進に資するよう、基準の改正を行う。  

（参考1）3月31日（水）参議院厚生労働委員会での長妻大臣答弁より   

「ついの住みかの側面もある施設で、大部屋でずうっとそこでお暮らしになるということが果たして   
いろいろな意味で適切なのかどうかということは私も疑問があるところでありまして、厚生労働省とし   

ては、特養の入所定員のうち、平成26年度で70％をユニット型にすると目標を掲げております。7   
0％を個室にするという目標でありまして、これは推進をしていきたいというふうに考えております。」  

（参考2）4月16日（金）長妻大臣閣議後記者会見より   

「特養のユニット型、いわゆる個室型なのですが、それを我々としては平成26年度で全入所者の7   
0％をユニット型、つまり個室にしようと、そういう目標を掲げております。その一方で土地が仲々な   
いとか、相部屋の方が多くの人が入居出来るのではないかという指摘もありましたので、審議会で   
検討していただきます。このユニット型を基本としたいわけですが、広さを相部屋一人当たりのス   
ペースとほぼ同じスペースにさせていただこうということで、自己負担も下がるし建設も定員を確保し   
やすくなるのではないかと、そういう考えのもと、そういう対応をしようということで審議会にお願いを   
したいということであります。」  
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参照条文②  
○介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）   

第四十一条 第二項 第一号 イ（3）  

－の療養室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。   
（i）十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、（1）ただし書の場合ヒあっては、二十－・三平方メートル以上を標準とすること。   

（ii）ユニットに属さない療養室を改修したものについては、十一六五平方メートル以上とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方  
メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、療養室を隔てる壁について、天井との間に一定  
の隙間が生じていても差し支えない。  

○介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成12年老企44号）   
第五 3（2）④二 a ユニット型個室  

－の療養室の床面積は、一三・二平方メートル以上（療養室内に洗面所が設けられているときはその面積を含み、療養室内に便所が設けられているときは   

その面積を除く。）を標準とするとともに、身の回りの品を保管することができる設備は、必要に応じて備えれば足りることとしている。  
ここで「標準とする」とは、一三・二平方メートル以上とすることが原則であるが、平成十七年十月一日に、現に存する介護老人保健施言草（建築中のものを含   

む。）が同日において現に有しているユニット（同日以降に改築されたものを除く。）にあっては、建物の構造や敷地上の制約など特別の事情によって当該面   

積を確保することが困難であると認められたときには、前記の趣旨を損なわない範囲で、一三・二平方メートル未満であっても差し支えないとする趣旨である。  

なお、平成十七年十月一日に現に存する介護老人保健施設（建築中のものを含む。）が同日において現に有しているユニット（同日以降に改築されたもの  

を除く。）にあっては、－○・六五平方メートル以上であれば足りるものとする。  
また、入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に二人部屋とするときはニー・三平方メートル以上を標準としていることについても、前記と同様の  

趣旨である。   

○指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号）   
第三十九条 第二項 第一号 イ（3）  

－の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。   
（i）十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－一三平方メートル以上を標準とすること。   

（ii）ユニットに属さない病室を改修したものについては、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方メート  
ル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間  
が生じていても差し支えない。   

第四十条 第二項 第一号 イ（3）  

－の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。   
（i）十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－■三平方メートル以上を標準とすること。   

（ij）ユニットに属さない病室を改修したものについては、十六五平方メートル以上とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方メート  
ル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮由の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との聞に一定の隙間  
が生じていても差し支えない。   

第四十一条 第二項 第一号 イ（3）  

－の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。   
（i）十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方メートル以上を標準とすること。   

（ii）ユニットに属さない病室を改修したものについてl事、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方メート  

ノレ以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間  
が生じていても差し支えない。  
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参照条文③  

○指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成12年老企第45号）   

第五 3（4）⑤イ  

ーの病室の床面積は、一三・二平方メートル以上（病室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、病室内に便所が設けられているときはその   
面積を除く。）を標準とするとともに、身の回りの品を保管することができる設備は、必要に応じて備えれば足りることとしている。  

ここで「標準とする」とは、一三・ニ平方メートル以上とすることが原則であるが、平成十七年十月一日に、現に存する指定介護療養型医療施設（建築中の   

ものを含む。）が同日において現に有しているユニット（同日以降に改築されたものを除く。）にあっては、建物の構造や敷地上の制約など特別の事情によっ   

て当該面積を確保することが困難であると認ゃられたときには、前記の趣旨を損なわない範囲で、一三・二平方メートル未満であっても差し支えないとする趣  
旨である。  

なお、平成十七年十月一日に現に存する指定介護療養型医療施設（建築中のものを含む。）が同日において現に有しているユニット（同日以降に改築され  
たものを除く。）にあっては、－○・六五平方メートル以上であれば足りるものとする。  

また、入院患者へのサービス提供上必要と認められる場合に二人部屋とするときはニー・三平方メートル以上を標準としていることについても、前記と同様  
の趣旨である。  

○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）（指定地域密着型介護老人福祉施設部分）   

第一六○条第一項 第一号 イ（3）  

－の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。   

（i）十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－一三平方メートル以上を標準とすること。   

（ii）ユニットに属さない居室を改修したものについては、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方メート  

ル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が  
生じていても差し支えない。  

○指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について  

（平成18年老計・老振発○三三－00四卓老老発○三三－○一七号）  

（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護部分）   

第三 六 5（2）④二   

（イ）ユニット型個室  

床面積は、一三・ニ平方メートル以上（居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除  
く。）を標準とすること。   

○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）   

第六○琴第四項第一号イ（4）  
－の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。   

（i）十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方メートル以上を標準とすること。   

（ii）ユニットに属さない居室を改修したものについては、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方メート  

ル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が  
生じていても差し支えない。  
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ユニット型施設の居室面積基準引下げについて  
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各施設の基準省令において、ユニット型施設の居室面積基準について   

現行基準個室13．2ポ以上を標準 ⇒ 改正案個室10．65ポ以上  

※ただし、補足給付の対象となる市町村民税世帯非課税以下の入所者の利用料の減植については、 

次期介護報酬改定において、居住費に対する負担限度額及び基準費用額の見直しが必要。  

○対象施設  

・特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設、地域密着型介薩老人福祉施設）  
・介護老人保健施設  

介護療養型医療施設  

※短期入所生活介護（ショートステイ）及び短期入所療養介護についてもユニット型という類型は設   

けられているが、短期入所生活介護については従来から居室面積基準は13．2ポではなく10．65ポ   

であり、短期入所療養介護については単独での面積基準がないことから、今回の省令改正の対象   

外。  

・介護給付責分科会の答申を受け、パブリックコメントを実施（答申の日から約1カ月間）  

りぺブリツクコメント終了後に公布、同日施行   
2  
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参照条文①  
伽仙鵬仙仙仙仰岬 

……叫「                    i   ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第39号）  
第四十条 第一項 第一号 イ（3）  

－の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。   
（i）十三・ニ平方メートル以上を標準とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方メートル以上を標準とすること。   

（ii）ユニットに属さない居室を改修したものについては、十■六五平方メートル以上とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、ニ十－■三平方メート  

ル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が  
生じていても差し支えない。  

○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成12年老企第43号）   
第五3（4）⑤イユニット型個室  

床面積は、一三・二平方メートル以上（居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除  
く。）を標準とすること。  

ここで「標準とする」とは、一三・二平方メートル以上とすることが原則であるが、平成十五年四月一日に現に存する指定介護老人福祉施設が、その建物を  

同日以降平成十七年九月三十日までに改修してユニットを造る場合に、現にある建物の構造や敷地上の制約など特別の事情によって当該面積を確保する   
ことが困難であると認められるときには、前記の趣旨を損なわない範囲で、一三こ平方メートル未満であっても差し支えないという趣旨である。  

なお、平成十五年四月一日に現に存する指定介護老人福祉施設が同日において現に有しているユニット（同日以降に改築されたものを除く。）にあっては、  
－○・六五平方メートル以上であれば足りるものとする。  

また、，入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に二人部屋とするときはニー■三平方メートル以上を標準としていることについても、前記と同様の  
趣旨である。   

○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）   

第三十五条 第四項 第一号（4）  

－の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。   

（i）十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十叫三平方メートル以上を標準とすること。   

（ii）皐ニットに属さない居室を改修したものについては、十・大五平方メートル以上とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっては、二十－・三平方メート  

ル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が  
生じていても差し支えない。  

○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について（平成12年老発第214号）   

第五 4（5）⑤イ ユニット型個室  

床面積は、一三・二平方メートル以上（居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除   
く。）を標準とするとともに、身の回りの品を保管することができる設備は、必要に応じて備えれば足りることとする。  

ここで「標準とする」とは、一三こ平方メートル以上とすることが原則であるが、平成十五年四月一日に現に存する特別養護老人ホームがその建物を同日   

以降平成十七年九月三十日までに改修してユニットを造る場合に、現にある建物の構造や敷地上の制約など特別の事情によって当該面積を確保すること   
が困難であると認められるときには、前記の趣旨を損なわない範囲で、一三こ平方メートル未満であっても差し支えないという趣旨である。  

なお、平成十五年由月一日に現に存する特別養護老人ホームが同日において現に有しているユニット（同日以降に改築されたものを除く。）にあっては、－  
○・六五平方メートル以上であれば足りるものとする。  

また、入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に二人部屋とするときはニー・三平方メートル以上を標準としていることについても、前記と同様の  
趣旨である。  

′●ヽ                                                                                                                                                      ⊃   



特別養護老人ホームの居室面積の基準のこれまでの見直し  

特別養護老人ホームの居室面積は、拡大し、生活環境を向上してきたところ。  

○ 現在、特養の居室面積は1人当たり10．65ポ以上（従来型）となっ   
ているが、これは今までの見直しにあたって拡大してきたもの。  

年   昭和38年   
■ ■ ■   昭和49年※   ■ ■ ■   昭和52年※   ■ ■ ■   

平成7年※※   

居室面積   4．95ポ  事7．425ポ  8．25n了   10．65ポ  

※ 昭和47年中社審老人福祉専門分科会「老人ホームのあり方に関する中間意   

見」を踏まえて改善  

※※ 新ゴールドプラン（平成6年）を踏まえて改善  
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ユニット型個室面積基準引下げの効果（送呈企）  

○ ユニット型施設の建設コスト  

・一床当たりの平均延床面積：   54．7ポ／床   

■1坪当たりの建設費用  681．1千円／坪  
・1床当たりの建設単価   ：11，232．3千円／床  

・平均入所定員  68．8人  

○ 面積基準緩和によるコスト減  
1居室面積の減少分  （13．2－10．65）ポ×681．1干÷3．3ポ×68．8人⇒1施設当たり約3，600万円  
・廊下の長さ削減効果：3mう2．8m（居室幅相当）とした場合  

0．2mx廊下幅1．5m（片側廊下）×681．1千÷3．3ポ×68．8人 ＝ 約400万円  
■ 設計料：建設章用×5％＝（3，600万＋400万）×5％ ⇒ 約200万円  

○ 借入の場合の利息分相当（借入により資金を調達した場合、利息分も居住費に組み込まれる）  
・20年償還で利率2．0％とした場合、元利均等返済を行うと仮定すると、利息返済分は元金の約20％  

・1床当たり1，100万円×1．1（備品＋設計料の10％増）＝1，210万円  

・建設補助350万円、自己資金50万円程度とすると、借入分は810万円 ⇒ 全体の67％程度を借入で賄う  

○ 建設コスト（居室面積部分＋廊下の長さ部分＋設計料）＋ 借入利息分  
・建設コスト：3，600万＋400万＋200万 ⇒ 約4，200万円  

・借入利息分：4，200万 × 67％ × 利息分20％ ⇒約 560万円  

⇒ 総額で1施設当たり 糾760万円  

○ 利用料減少（1人当たり減少額／月）  
・4，760万÷20年÷12カ月÷68．8人  ⇒1人当たり 約乙880円／月 の減少  

ユニット型特養月平均利用額：約6．7万円⇒約2，880円で約4％減  

データ出所：日本医療福祉建築協会資料、国土交通省都道府県地価調査、平成18年介護サービス施設・事業所調査  
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ユニット型個室面積基準引下げの効果（試算②）  

○ ユニット型施設の建設コスト  

・一床当たりの平均延床面積：   54．7ポ／床   

－1坪当たりの建設責用  681．1千円／坪  
・1床当たりの建設単価   ：11，232．3千円／床  

・平均入所定員  68．8人  

○ 面積基準緩和によるコスト減：  

・居室面積の減少分 （13．2－10．65）ポ×681．1千÷3．3ポ×68．8人⇒1施設当たり約3，600万円  

・廊下の長さ削減効果：3mう2．8m（居室幅相当）とした場合  
0．2mx廊下幅1．5m（片側廊下）×681．1干÷3．3ポ×68．8人 ＝ 約400万円  

・廊下の幅削減：片側居室1．2m、両側居室1．6m（建築基準法相当（※地方分権一括法成立後、条例制定により変更可能））   

う片側廊下の場合、廊下部分30mX廊下幅0．3mx（68．8人÷10人）ユニット＝62ポ  

また、共用部分の廊下が38nて分として、100nて分の削減（やや多めの見積もり）  

⇒100ポ×681．1干÷3．3ポ  ⇒1施設当たり約2，000万巴  

・設計料二 建設車用×5％＝（3，600万＋400万＋2，000万）×5％ ⇒ 約300万円  

○ 借入の場合の利息分相当（借入により資金を調達した場合、利息分も居住真に組み込まれる）  
・20年償還で利率2．0％とした場合、元利均等返済を行うと仮定すると、利息返済分は元金の約20％  

・1床当たり1，100万円×1．1（備品＋設計料の10％増）＝1，210万円  

・建設補助350万円、自己資金50万円程度とすると、借入分は810万円 ⇒ 全体の67％程度を借入で賄う  

○ 建設コスト（居室面積部分＋居室面積以外の部分＋設計料）＋ 借入利息分  
・建設コスト：3，600万＋400万＋2，000万＋300万 ⇒ 約6，300万円  

・借入利息分：6，300万 × 67％ × 利息分20％  ⇒ 約 840万円  

⇒ 総額で1施設当たり 約7∴140万円  

○ 利用料減少（1人当たり減少額／月）  

・7，140万÷20年÷12カ月÷68．8人   ⇒1人当たり 約4，300円／月 の減少  
ユニット型特養月平均利用額：約6．7万円⇒約4，300円で約6％減  

データ出所：日本医療福祉建築協会資料、国土交通省都道府県地価調査、平成18年介護サービス施設ヰ業所調査  8   



什牒宮★介．護給イ」・理分科会   

椚（沌回 川22．7．2リ）   揖＝コーl   

認知症高齢者グループホーム等に  

おける非常災害対策に係る基  
準の見直しについて   



○ 本年3月に発生した札幌市の認知症高齢者グループホーム火災を踏まえ、「認知症  

高齢者グループホームおける防火安全体制に関する緊急調査」を実施。  

○ 緊急調査の結果から、認知症高齢者グループホームにおける避難訓練等の防火  

安全体制に関する地域住民との連携が不十分であることが明らかになった。  

＊避難訓練の実施にあたって近隣住民の参加を求めている事業所  26．5％  

資料出所：平成22年6月10日発表「認知症高齢者グループホームおける防火安全体制に関する緊急調査結果」  

厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室  

○ 緊急調査の結果を踏まえ、運営基準において定期的に行うこととされている避難、  

救出その他必要な訓練の実施に当たって、「地域住民の参加が得られる皐う努めるこ  

と」を規定してはどうか。  

′！   



基準の改正案  

【現行】   

（非常災害対策）  

第百八条指定認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的  
計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを  
定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を  

行わなければならない。  

＊認知症対応型通所介護の規定を準用。  

【改正案】   

（非常災害対策）  

第百八条指定認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体  
的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それら  
を定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練  
を行わなければならないこ  

之」旨定認知症対応型共同生活介護事 業者は、前項に規定する訓練の実施⊆  

当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。  

＊地域との連携を図り、地域住民が避難訓練への参加が得られるよう新たに規定を追加。  
5  
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※ 介護予防サービス及び小規模多機能型居宅介護についても同様の改正。   
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（参考）その他の防火安全体制に関する対応  
■  

○現在スプリンクラー設備の設置義務の無し、275ポ未満の認知症高齢者グ   
ループホームについて、早期にスプリンクラー設備の整備が図られるよう支援を   
行うこととする。  

○これを踏ま・え、275rポ未満のグループホームにおいても積極的にスプリンク   
ラー設備の設置に努めることを運営通知に明記することとする0  

0この他、自動火災報知設備及び消防機関に通報する火災報知設備の設置に   
っいても支援することとし、そのあり方について検討する。  

資料出所：平成22年6月10日発表「認知症高齢者グループホームおける防火安全体制に関する対処方針」  

厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室  
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認知症高齢者グループホーム等にお  

ける非常災害対策に係る基準の見直  

しについて（参考資料）   



Press Release  

平成22年6月10日   

照会先  

老健局高齢者支援課  

認知症・虐待防止対策推進室  

室  長 千葉 登志雄  

室長補佐 田仲 教泰  

TEL   ：03－5253－1111（内線3868、3869）  

夜間直通：03－3595－2168  

FAX  二03－3595－3670  

報道関係者各位  

認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制に関する  

緊急調査結果及び対処方針について   

第1回「グループホーム火災を踏まえた対応策についての3省庁緊急プロジェクト」における協  

議を踏まえ、厚生労働省が実施した標記調査について、この度その結果と対処方針を取りまとめま  

したので、以下のとおり公表いたします。   



1．調査結果について（概要）  

（1）消防用設備の状況について（（Dスプリンクラー、（∋自動火災報知設備、（卦消防機関へ通報する火災  

報知設備）   

① スプリンクラー設備の設置状況及び設置に要した費用   

スプリンクラーの設置状況については、認知症高齢者グループホーム（以下GH）全体の  

60．5％が未設置となっている。消防法施行令においては、原則として床面積275n了以上のG  

Hについて、スプリンクラーの設置が義務づけられている（※）。床面積別のスプリンクラー  

の設置状況をみると、275ポ以上のGHでは52．2％が、275rポ未満では、93．3％が未設置とな  

っている（設置の状況については消防庁調べ）。   

また、設置に要した費用（1n盲あたりの単価）については、9，000円未満が44．4％、9，000  

円以上～10，000円未満が20．0％となっている。（※平成23年度末まで経過措置期間有り）  

・設置の有無【消防庁調べ】  

設置合計  設置義務有  設置義務無  

（275n了以上）  （275n了未満）  

うち  設置有 設置無  設置有  設置無  
違反   経過措置中   

棟数（注）   4，129   6，322   3，987   4，351   20   4，331   142   1，971   

割合   39．5％   60．5％   47．8％   52．2％   0．5％   99．5％   6．7％   93．3％   

（注）消防庁調査は、GHの棟数で調査している。（調査対象数10，451棟）  

・設置に要した費用（1ポ当たりの単価）  

価格帯（費用÷面積）   施設数   割合   

9，000円未満   1，362   44．4％   

9，000円以上～10，000円未満   615   20．0％   

10，000円以上～11，000円未満   275   9．0％   

11，000円以上   81了   26．6％   

合計   3，069   100．0％   
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② 自動火災報知設備（住宅用を除く）の設置状況及び設置に要した車用   

自動火災報知設備（住宅用を除く）については、全てのGHにおいて設置が義務づけられて  

いる（※）が、調査時点での未設置が14．1％（設置の状況については消防庁調べ）。また、設置に要  

した費用については、100万円未満が全体の62．0％となっている。（※平成23年度末まで経過措置  

期間有り）  

・自動火災報知設備の設置状況【消防庁調べ】  

設置有  設置無  うち  うち  

違反  経過措置中   

棟数（注）   8，977   1，474   25   1，449   

割合   85．9％   14．1％   1．7％   98．3％   

（注）消防庁調査は、GHの棟数で調査している。（調査対象数10，451棟）  

・自動火災報知設備の設置に要した費用  

設置費用   施設数   割合   

50万円未満   1，003   26．1％   

50万円以上～100万円未満   1，382   35．9％   

100万円以上～200万円未満   1，120   29．1％   

200万円以上～   341   8．9％   

合計   3，846   100．0％   

③ 消防機関へ通報する火災報知設備の設置状況及び設置に要した費用   

消防機関へ通報する火災報知設備については、GHの大部分において設置が義務づけられ  

ている（※）が、調査時点での未設置が2了．0％（設置の状況については消防庁調べ）。また、設置に  

要した貴用については、30万円未満が全体の56．0％となっている。（※平成23年度末まで経過措  

置期間有り）  

・消防機関へ通報する火災報知設備の設置状況【消防庁調べ】  

設置合計  設置義務有  設置義務無  

うち  うち  設置有   設置有  設置無  設置有  設置無  
違反   経過措置中   

棟数（注）   7，634  2，817  7，602   2，739   22   2，717   32   78   

割合   73．0％  27．0％   73．5％   26．5％   0．8％   99．2％   29．1％   70．9％   

（注）消防庁調査は、GHの棟数で調査している。（調査対象数10，451棟）  

3   



t消防機関へ通報する火災報知設備の設置に要した責用  

費用   施設数   割合   

10万円未満   323   9．8％   

10万円以上～30万円未満   1，523   46．2％   

30万円以上～50万円未満   了73   23．4％   

50万円以上～100万円未満   436   13．2％   

100万円以上   244   7．4％   

合計   3，299   100．0％   

（2）建物形態の状況について（単独・併設の別）   

GHの建物形態としては、GH単独で設置されているものが64．6％、他の介護事業所等  

と併設しているGHが35．4％となっている。  

・単独・併設の別  

施設数   割合   

単独型   6，421   64．6％   

併設型   3，523   35．4％   

合計   9，944   100．0％   

（3）夜間職員の勤務体制について  

夜間（午前2時時点）の勤務体制の状況〔夜間の配置人数（1人－2人）の比較〕   

GHでは、原則として1づのユニット（共同生活住居）に1人以上、夜勤職員を配置す  

ることとしている（ただし、2ユニットの場合は1人でも可）。調査結果では、1ユニッ  

トのGHでは1人配置が96．8％、2ユニットでは2人配置が83．5％となっている。  

・ユニット別の夜間職員配置人数  

夜勤人数   施設数   割合   

1人   3，809   96．8％  

1ユニット  2人   127   3．2％  

合計   3，936  100．0％   

1人   866   16．5％  

2ユニット  2人  83．5％  

合計   5，233  100．0％   
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（4）地域との連携について   

① 避難訓練への地域住民の参加   

避難訓練については、GHの大部分において実施が義務づけられている。避難訓練の実施  

にあたって近隣住民の参加を求めて行っている割合は、26．5％となっている。  

・避難訓練における地域住民の参加  

施設数   割合   

有   2，632   26．5％   

無   7，318   73．5％   

合計   9，950   100．0％   

② 運営推進会議の状況   

運営推進会議は、地域との連携や協力を行うなどの地域との交流を図ることをひとつの目  

的として、おおむね2ケ月に1回以上開催することとされている。平成21年1月～12月の開催  

状況についてみると、6回以上開催しているところが約半数となっている。また、運営推進  

会議で消防関係者について、出席又は協議をしたことがない事業所が61．0％となっている。  

・運営推進会議の開催回数  

施設数   割合   

0回   374   3．8％   

1～5回   4．784   48．3％   

6回   4，661   47．1％   

7回以上   0．9％   

合計   9，904   100．0％   

・運営推進会議における消防関係者の参加状況  

施設数   割合   

1、運営推進会議に毎回出席した   186   1．9％   

2．運営推進会議の議題により随時出席した   了．2％   

3．運営推進会議への出席はないが、会議の   

議題により随時協議した   
2，934   29．9％  

4．出席又は協議をしたことはない   5，989   61．0％   

合計   9, 820 100．0％   
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2．調査結果を踏まえた対処方針について   

調査結果を踏まえ、今後各省庁において当面以下の措置を講じることとする。  

〔消防庁〕  

（1）消防法施行令改正に係る指導  

平成19年6月消防法施行令等改正によるスプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消  

防機関に通報する火災報知設備の設置基準強化について、経過措置期間中（平成24年3月  

31日まで）のものにあっても早期の設置を促進する。   

（2）消防法令違反等の是正の徹底  

消防法令違反等の防火安全上の不備事項が認められた施設等について、特に違反が多く認  

められた防火管理面の対策の徹底等、重点的な是正指導を推進する。   

（3）避難対策の充実等  

夜間を想定し、施設等の構造、入所者の人数、管理体制等の具体的状況に即した避難訓練  

の実施により、適切な避難誘導体制の確保を図る。  

また、消防用設備等の自主設置を含め避難対策のさらなる充実や出火防止対策の徹底を図  

る。  

〔厚生労働省〕  

（1）消防用設備の整備について  

現在スプリンクラー設備の設置義務の無い275ポ未満の認知症高齢者グループホームにつ  

いて、早期にスプリンクラー設備の整備が図られるよう支援する。併せて、自動火災報知設  

備及び消防機関に通報する火災報知設備の設置についても支援することとし、そのあり方に  

ついて検討する。   

（2）地域との連携体制の促進  

認知症高齢者グループホームにおいて、非常災害時に地域住民・消防関係者等との円滑な  

連携が図られるよう、地域住民が参加する避難訓練の実施や、運営推進会議における消防関  

係者の出席要請などを促す。  

〔国土交通省〕  

（1）緊急点検未完了物件の点検実施  

緊急点検が完了していない特定行政庁には、引き続き、点検の実施と結果の報告を求める。   

（2）建築基準法令違反の是正の徹底  
建築基準法令に違反する事項が認められた物件については、特定行政庁に対して、迅速な  

違反是正に取り組むよう要請するとともに、国土交通省において、定期的なフォローアップ  

調査を行い、その結果を公表する。   

※ 対処方針については、平成22年6月10日付報道発表資料「第2回「グループホーム火災を踏まえた対応策に   

ついての3省庁緊急プロジェクト」の結果について」より、各省庁の対処方針すべてが入ったものを引用している。  
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諮 問 書  

（介護保険施設にお．けるユニット型施設の1人当たり居室面積に関する基準の  

改正及び認知症対応型共同生活介護等の非常災害対策に関する基準の改正につ  

いて）  

介護保険法（平成9年法律第123号）第78条の4第3項、第8 

項、第97条第4項、第110 

基づき、指定地域密着型サービス甲事業の人員、設備及び運営に関する基準（平  

成18年厚生労働省令第34号）、指定介護老人福祉施設の人員、－設備及び運営  

に関する基準（平成11年厚生省令第39－号）、介護老人保嘩施設の人員、施設  

及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）、指定介護療  

養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令夢41  

号）及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び嘩営並びに  

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法  

に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号）を別紙のとおり改正するこ  

とについて貴会の意見を求めます。   




